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上記議案を別紙のとおり提出します。

平成21年 7月10日

提出者 議 会 運 営 勢員長尾身孝昭

新鴻県議会議長 三林媛郎様
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第 17号発議案

北方四島の返還を実現し領土問題の完全解決

を求める意見書

上記議案を別紙のとおり提出します。


平成21年 7月10日


提出者 総務文教委員長西JI!洋吉 


新潟県議会議長 三持碩郎様



北方四島の返還を実現し領土問題の完全解決

を求める意見書

我が問題有の領土である択捉島、開後島、色丹島、詣舞群島の北方四島に対して、

時まだ有効であった日ソ中立条約を無視して昭和初年 S月 9自に対 E参戦したソ

連が、日本のポツダム宣言受諾後も攻撃を続け、同年 8月28Bから 9月 5Bまでの

関に不法占拠し、ロシアとなった現在もその状態を続けていることは種めて遺協で

ある。

日本は、サンフランシスコ平和条約により、ポーツマス条約で獲得した樺太の一

部と千島列島に対するすべての楼和、権原及び請求権を放棄したが、そもそも北方

四島は千島列島の中に含まれておらずv また、ソ連は、サンフランシスコ平和条約

には署名していないため、同条約上の権利を主張することはできないものである。

然るに、このたびの衆議院立おいて北方領土を「わが掴臨有の領土Jと明記した

立方領土特措法の改正案が可決されたことに対し、ロシア外務省は「このような行

為は不適切であり受け入れられない。いかなる領土返還の議論もなかった G，あり

得ない。 jとする声明を発表している。またj高ク 1))レ諸島(北方領土〉は、第二

次世界大戦の結果として法に基づいてソ述、その後はロシアへと移ったものであ号、

日本がロシアへの不法な領土要求を拡大させることを決めたらしいという状況には

当惑させられる。 jとも述べている。しかしながら、そもそも北方四島は、一度とし

て外国の領土となったことがない設が国毘有の領土であり、ロシアが不法占拠して

いるものであることから、これち試事実誤認もはなはだしく、不当な主張である b
よって間会並びに政府におかれては、一部で論議されているロシアと日本が国積

でニ等分する索、すなわち歯舞群島、色丹島、間後島の三島と択捉島の一部を日本

に返還するという、いわゆる 3. 5島返還架などを主張することなく、あくまで 
f副島の婦属の開題を解決し平和条約を締結する。 Jという基本方針のもとで、北方

四島の返還の実現に向けて強い決意を持って、粘り強く交渉を続けるよう強く要望

する。

以上、 地方自治法第99条の規定により意見番を提出する。

平成21年 7月 10日

新潟県議会議長 寺本 顎

衆議院議長 河野

参議腕議長 江田

内閣総理大臣 蘇生

外務大臣 中韓援

沖縄及び北方対策担当大臣 林
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新型インフルエンザ対策の適切な体制構築

を求める意見書

上記議案を別紙のとおち提出します。

平成21年� 7 Ji10 B 

提出者 厚生環境委員長小林林

新潟県融会議長 三林碩郎接



新型インフルエンザ対策の適切な体制構築

を求める意見書

新型インフルエンザに関して、� WHOは警戒レベル去最も高い� fフェーズ6Jに

引き上げたと� ζろであるが、器内感染が確認されてから一か月が経過し、様々な問

題点が浮かび、上がってきている。

国内iこおいて辻、このたびの新型インフルエンザは、環器性のた珍重篤な症状に

陥る患者が発生することなく、軽症患者のみであるが、専門家段、今後感染者が増

えるにつれて、議篤な患者が発生する確率も蒔くなり、死者も発生すると警告して

いる。また、今秋における第二波の発生やウイルスの強毒性への変異も予測されて

おり、油断できない状況が続いている。

のたびの発生において誌、大阪や神戸では発熱外来がパンク状況に陥ったが、

第二波が発生じた場合には、閣内でも数千万人が感染することが予瀕されておりラ

各地でパニヅクが発生し、診療機能が蘇痘するのほ自に見えている。欧米において

は、‘発熱外来などの対応が行われておらず、政府は、軽症者は基本的に自宅療養と

するなど柔軟な対応へ方針を転換したが、現場の対応に混乱が生じておち、亙療機

関をはじめとするスタッフのす分な情報交換がなされ、状況に応じて適切な対応を

因ることが惑裂とされている。

また、学校や保育所、介護施設等の関鎖措撞により、子どもの{呆脊やお年寄り

の粟支援者の介護などの市民生活に大きな支障が発生しているほか、全業への補償

問題等についても適窃な対誌が躍まれている。

よって国会並びに政府におかれては、新型インフルエンザ対策に関して、迅速で

的確な構報の交換と新型用ワクチンの早急な記講者はじめとする、発生状況に適切

に対応できる手客観の整{請を早急に講じるよう強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成21年� 7月10日

字新潟県議会議長 手本 碩 良話
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肝炎対策基本法の早期制定を求める意見書

上記議案を別紙のとおち提出します。


平戎21年 7丹10B 


提出者 厚 生 環 境 委員長小林林一 


新潟県議会議長 三林援部様



肝炎対策基本法の早期制定そ求める意見書

今自、設が留にはv 肝炎ウイルスに感染し、あるいは肝炎に擢患した患者が多数

存在している。

肝炎は、適切な治療を行わないまま放寵すると捜性化し、肝硬変、肝がんなどの

疾病に進行する危験性が指捕されていることかち、盟民の生命及び健農にと

っし腿大な問題となっている。

昨年 1月には、特定フィブリノゲン製剤及び特定患液議題第立国子製第による C

型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措霊法が成立しも平

成20年度から「新しい肝炎総合対策1が実施され、インターフヱ Eンの詮療費助成

などの支援が始まったところである。

しかしながら、およそ100万人以上とも替われるお型肝炎患者辻、 C型肝炎患者よ

ちもインターフエロンが奏功しない患者の症例が多数報告され、抗ウイルス薬が治

療の柱となっていることから、吏なる支披の拡充・強化が求められている。

野炎対策を総合的に推進するため、肝炎対策に関し基本理念を定め、国:地方公

共間体、喜三療保挨者、冨民及び医師等の諜務を明らかにするとともに、肝炎対策の

推進に関する指針の策定など基本となる事項を定めた「肝炎対策基本法」の成立が

強く求められていることから、今盟会において、与党案、野党案と提案されている

が、一日も辛い基本法の成立が求められているところである。

よって国会並び立政持におかれては、早急に f肝炎対策基本語j 告成立させ、

日も串い全ての肝炎患者支援を爵ちれるよう強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成21年 7月10日

新潟県議会議長 林碩郎

衆 議 院 2義 河野洋平様

参 議設 議 江田五月様

内閣総理大 蘇生太郎様

員ま 務 大 与詑野 馨様

厚生労働大 舛議要一様



原案可決

第 20号発議案 全会一致

中山間地域等直接支払制度の継続と充実・強化

を求める意見書

上記議案者関紙のとおり提出します。

平成21年 7月108

提出者 産業経済委員長桜井甚ー

新議接議会議長 三林磁郎様

ぬ J Yヘ 



中山間地域等直接支払制度の継続と充実・強化

を求める意見書

平成 1~年度に創設ざれた中山開地域等直接支払制度は、平成 17年農に拡充・継続

されて以来、平成計年度までのら年間にわたる制震として実擁され、中山開地域に

おける農業・農村の活性化に鐸与してきた。また、農林水産省の調査でも、接数集

落で協定を結ぶ集落関連携は、農業機械や施設の共同和用といった農業生産面での

連携へと発震しているケ…スも少なくないとの調査結果も出ているなど、一定の効

果を発揮しているところである。

中山間地域は、会料生遊の場であるばかりではなく、洪水や地すべりの防止、水

源のかん養、あるいは、豊かな自黙と在来からの伝統文化の伝法などの、うるおい

とやすらぎを提侯する機能も宥しており、まさに日本の楽の療点、と言われるゆえん

である。

しかしながら、少子高齢住が進展する中で、中山間地域における過疎化・高齢化

はとどまることなく依然として進行しており、集落の端滅と中山間地域の持つ機能

の消失が危倶されているところである。

霊界的規模での食料金機や地球混暖化が進行する中で、中山間地域の果たす役割

の重要性は増大するとともに、機能発揮への期待も大きなものがある。

よって国会並びに政府におかれでは、中山間地域の維持と多面的機能の擁保の観

点から、平成22年史以降においても、中山間地域等商接支払鵠Z更を継続するととも

に、地域 Jの実靖に合った施策を実施するため、制度の充実・強化を図るよう強く要

望する。

以上、地方吉治法第99条的規定により意見書を提出する:。

平成21年 7月10日

新鴻県議会議長 寺本 碩部
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農地法改正に伴う農業委員会機能の強化を求める意見書

上記議案を別紙のとおり提出します。


平成21年 7月 10日


提出者 産業経済委 員長桜井 


新議県議会議長 三林磁郎様



農地法改正に伴う農業委員会機能の強化を求める意見書

今般、農地法が改正され、株式会社等の.一般企業による賃貸での農業参入が緩和

されたことに伴い、担い手への農地集積に支障を及ぼす影響や、参入企業が農業か

ら撤退した場合の農地の荒廃等が懸念されているが、このような懸念を払拭するた

めには、現場の農地行政の中心を担う農業委員会がその役割を十分に果たし、改正

農地法が期待する役割と機能を十分に発揮することが重要である。

しかしながら、本県においては、平成の大合併に伴い農業委員会数並びに農業委

員の人数が減少しており、平成14年から平成20年までの聞の推移を見てみると、農

業委員会数は全国で44.1%の減少に対し本県では67.6%の減少、農業委員数は全国

で36.1%の減少に対して本県では50.9%の減少と、ともに全国陀比べて減少率が大
きい。農業委員一人あたりの耕地面積についても、全国では平成14年の81ヘクター

ルから平成19年には121ヘクタールに拡大しているが、本県では平成14年の92ヘク
タールから平成19年には176ヘクタールと大きく増加しており、今回の法改正によ
る業務の増大により、さらに農業委員の負担が大きくなることが見込まれている。
また、賃貸借による許可及び許可後の指導にあたっては、農業委員会ごとに解釈

や取扱いに差異が生じないよう、政省令や事務処理基準等により、明確かつ具体的

な判断基準を示すことで運用面での公平性を担保することが必要であり、加えて、

農業委員会が新しい業務を進めるにあたっては、関係者に対する十分な説明と、フ

ォローアップ体制が欠かせない。
よって国会並びに政府におかれては、下記の事項について早急な対応を行うよう

強く要望する。
記� 

L 改正農地法の施行に伴い、農業委員会の業務が増大するとともに、期待される

役割が極めて重要となることから、農業委員を補佐する事務局職員等の人員確保

ができるよう、当該組織に対する財政支援の充実を図ること。� 

2 賃借による企業参入の許可に係る改正農地法第3条第2項第 7号、同条第 3項

及び第3条の� 2の解釈・運用について‘客観性及び透明性を担保するための明確

かつ具体的な判断基準をできる限り早期に示すこと。� 

3 改正農地法の施行にあたり、関係者に対し、農業委員会の新しい業務に関して

十分な説明を行うとともに、国等において相談窓口を設けるなど、農業委員会が

適切に業務を実施できるようフォローアップ体制を充実すること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成21年� 7月10日

新潟県議会議長 林 碩 良日
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